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はじめに 

 
 目の前に移動困難者の方がいます。お年寄りだったり、車椅子の方だったり

します。あなたは手を差しのべることができるでしょうか。優しい心遣いがあ

ればきっとできるでしょう。しかし、移動困難者が心置きなく移動するにはそ

れでは足りません。幾つかの困難な問題を乗り越えなければいけないのです。 
 幾つかの困難な問題とは何でしょうか。本報告書は市川市に於ける移動困難

者が抱える問題を明らかにし、その解決策を得ることを目的に編纂されました。

我が国の 65 歳以上の方の高齢化率は約 23％と高齢社会は本格化しており、市

川市の高齢化率は現在 16.8％ですが、5 年後は 19.4％と市民の 5 人に 1 人が高

齢者になると予測されています。また、ちぎり紙細工の芸術家・山下清を生ん

だ市川市には多くの障害者の方がいます。全人口 47 万 5 千人の約 2.9％が障害

者の方々です。こうした方々のすべてが移動困難者であるとは言い切れません

が、少なくとも病院に行く、お金を下しに銀行や郵便局に行く、コンビニエン

スストアに買い物に行くといった時、移動に困る経験をお持ちの方が圧倒的に

多いのが実態です。 
 本報告書では市川市の移動困難者が実際にどのように移動に困難を来してい

るか諸問題を洗い出してみました。急を要する短期的な課題と時間をかけない

と解決が困難な中長期的な課題とに分類し諸問題を可能な限り挙げてみました。

そして、短期的な課題と中長期的な課題毎に解決策をそれぞれ列記しました。

どういう組織でどういう人達が移動困難者の移動の確保に取り組むべきか、で

きる限り分かりやすく把握できるように努めました。 
 本報告書を取りまとめているのは、市川市が平成 17 年 11 月に設置した市川

市主宰の福祉有償運送運営協議会です。ここには市川市に於ける移動困難者の

移動サービスを提供するタクシー事業者とＮＰＯ等ボランティア団体、利用者、

有識者、国と市の担当者が参加しています。この運営協議会の役割はＮＰＯ等

ボランティア団体を道路運送法に於ける登録団体として適正な運営がなされて

いるか公正に判断することにありますが、当運営協議会で議論する過程で移動

困難者が直面する問題を解決していくことが何よりも重要であり、それを実践

することが当運営協議会の本来的な役割であるとの共通認識に至りました。こ

の報告書はそうした志から書き起こされました。 
 短期的な課題は日延べすることなく直ちに実行に移すべく了解されています。

一方、中長期的な課題は 10 年後を見据え、構造的な問題などをクリアしながら

対処すべきスタンスでいます。長期的なスパンを踏まえていることから、本報

告書を将来ビジョンとも位置付けています。 
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 移動困難者の問題に関わるあらゆる各層の方々の手引書にもなればと期待し

ているところですが、至らない点が多々あることは免れません。この点、忌憚

のないご意見をいただきながら、本報告書をより良い方向に改定していければ

と考えていますので、ご叱正をお待ち申し上げます。 
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【ビジョン策定の趣旨と留意点】 

 
共生社会の土台を 
 市川市の移動困難者とタクシーやＮＰＯ等ボランティアなどの移動サービス

の将来ビジョンを議論するに当たり、これからの社会環境のあり方を踏まえて、

二つの目標を掲げました。「共生」と「地産地消」がそれです。共生社会という

言葉が言われて久しいですが、移動困難者の外出支援を考える時、地域社会で

の共生ということが如何に大切なことか痛感されます。人は一人では生きてい

けません。交通弱者と言われるお年寄りや障害者の方たちは尚更です。そこで

は社会による支え合いの土台が必要です。市民をはじめ、移動サービスを提供

するタクシー事業者、ＮＰＯ等ボランティア団体、行政といった移動困難者を

取り巻く関係者による支え合いの仕組みが不可欠です。市川市内には４百を超

えるボランティアやＮＰＯ等などの市民活動団体が自主的に地域と関わり社会

貢献活動を行っています。移動サービスの分野でも 6 つの登録団体が活発に送

迎活動をしています。公共交通機関のタクシー会社も訪問介護事業所の指定を

受けヘルパー資格を持った乗務員を配置するなど福祉輸送に積極的に取り組ん

でいます。こうした各様の移動サービス提供者が移動困難者の移動の確保とい

う共通の目的に向かって、ある時には率先して、ある時には相補い合いながら、

協働の精神で立ち向かっていくことが社会的な使命であると考えます。それが

果たされた時に共生社会は実現します。 
 
利用者本位の発想で 
 ここで忘れてはならないのは利用者本位の発想です。えてしてサービスを提

供する供給者側の都合を優先させがちです。コストによるお金の問題、人材不

足の問題などから、利用者目線抜きの供給者だけの論理に陥りがちです。目の

前の移動困難者の移動を支え合うことが第一目標でなければなりません。利用

者本位の支え合いの共生社会を着実に形成していくことが今最も求められてい

ます。 
 
地産地消をモットーに 
 「地産地消」は「地元で取れた食材は地元で消費しよう」という概念です。

地域に置き換えると地元の問題は地元で解決しようとの発想になります。市川

市の移動困難者の問題は、市川市にある社会的な資源で基本的に解決すること

を目指したいと考えています。移動に関する安全上の問題など道路交通法や道

路運送法という全国共通の遵守すべきコンプライアンスの問題は存在します。
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しかし、市川市には市川市独自の問題が存在することも事実です。独自に解決

できる問題は最大限自らを恃むという姿勢を貫き通し、市川市が今有する社会

的資源を最大限発揮することこそがメリハリのある方法を編み出していきます。 
 市川市は、平成 17 年 11 月に福祉有償運送運営協議会を立ち上げました。当

協議会の審査により、当初は７団体、現在は６団体のＮＰＯ等ボランティア団

体が登録し、実費程度の有償により移動サービスを提供しています。当運営協

議会はビジョン策定のため、登録団体の審査が一段落した平成 19 年度後半から

「市川市の移動の問題に関わる諸問題の解決に向けて」をテーマにその方策な

どを議論して参りました。本報告書では、これまで議論してきた内容を整理し、

当運営協議会が示す方向性を中間的に取りまとめています。 
 
福祉有償運送とは何か？   
 移動困難者の移動手段には、電車、バス、タクシーなどの公共交通機関があ

りますが、電車やバスの大量輸送機関では使い難さなど限界があり、ドアツー

ドアやベッドツーベッドの個別輸送機関のタクシーが最適な公共交通機関と言

えます。しかし、タクシーが全ての移動困難者のニーズにきめ細かく対応でき

ない現実もあり、公共交通機関を補完するものとしてＮＰＯ等ボランティアな

どの福祉有償運送が平成 18 年 10 月の道路運送法改正で登録制度として公的に

容認されました。福祉有償運送運営協議会がその必要性、適正な旅客の範囲、

タクシー運賃の２分の１程度の運送の対価などを協議・審査し、市川市では現

在、６団体のＮＰＯ等ボランティア団体が活動しています。 
 
 

・福祉有償運送
　NPOや社会福祉法人等の非営利法人が、単独で公共交通機関の利用ができない方（要介護高齢者や
障害者等）のために会員制で実施する移動サービスです。
　運転者は第１種免許の所持者であるボランティアが主体で、用いる車両は運転者所有の自家用車が
多いことから、白タク行為との混同を避けるため、車内に運転者証を表示し、車体にも福祉有償運送車
両であることの表示を行うことが義務付けられています。また、運転者は第２種免許を持たない代わり
に、国土交通大臣の認定する団体が実施する講習を受講することが義務付けられています。
　　サービスの担い手はボランティアであることから、タクシーのように急な需要への対応ができないこと
から予約での利用が基本であり、利用に際しては団体の会員になる必要があります。
　　また、サービスの担い手が企業ではないため、サービスの供給量に限りがあり、利用したい時間や利
用形態にも制限が生じます。
　　料金は団体によりまちまちですが、タクシー料金の概ね２分の１程度の設定となっています。

　このサービスは、団体の活動内容に対する協議を、市町村が設置する運営協議会の場で行い、そこで
認められた団体が運輸支局に登録を行うことで実施しているサービスです。
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市川市の福祉有償運送運営協議会の役割  
 市川市主宰の福祉有償運送運営協議会は、平成 16 年の国土交通省と厚生労働

省の合意、ＮＰＯ等ボランティアによる移動サービスのあり方を規定した国土

交通省のガイドライン（旧道路運送法第 80 条に基づく）、平成 18 年のＮＰＯ等

ボランティアなどの移動サービスを登録制として法制化する道路運送法改正―

―などの動向を踏まえて、市川市が平成 17 年 11 月に設置しました。 
当運営協議会は登録団体の適正を協議する第一段階から地域の移動サービス

の将来展望を描く第二段階のビジョン作りに入っています。しかし、この段階

に到達するまでには重要なポイントが幾つか存在しますから、今後の運営上の

参考に当運営協議会の道程を記録します。 
運営上のポイントの第１は、関係者の信頼関係の醸成です。移動サービスの分 

野の主要な担い手は個別公共交通機関のタクシーと助け合いを旨とするＮＰＯ

等ボランティアです。移動困難者の移動サービスを提供するという行為は共通

ですが、タクシーは営利事業、ＮＰＯ等ボランティアは慈善活動という拠って

立つバックボーンが異なります。この両者の信頼関係が形成されなければ折角

の議論も成果を生みません。当運営協議会は信頼関係を形成する一助として①

正式メンバー以外にもタクシーとＮＰＯ等の関係者が一堂に会する意見交換の

場を設ける②両者の親睦・懇親の場を設ける③当協議会の開催場所をタクシー

とＮＰＯ等の関係場所で相互に行い、合わせてお互いの業務内容を視察し、相

互理解を深める④委員にタクシーとＮＰＯ等の代表格の方に参加願い、地域全

体の移動困難者の幸せを優先させる大局的な判断をいただく――を心掛け実行

しました。了解点まで時間をかけ多数決による裁定をする必要は一度もありま

せんでした。 
ポイントの第２は、全員参加型の議論です。移動サービス、福祉輸送と呼ばれ 

る分野は福祉、交通、地方自治の有機的な結合が実際上の成果を左右します。

当協議会委員には市川市から事務局の地域福祉支援課、高齢者支援課、障害者

支援課、介護保険課が参加していますが、加えて交通計画課も当初よりオブザ

ーバー（平成 23 年度より正式委員）で参加しています。国からは国土交通省の

千葉運輸支局も参加するなど、行政関係者は移動サービスを取り巻くオールス

タッフとなっています。移動サービス提供者の委員には、タクシーとＮＰＯの

トップとして千葉県タクシー協会ケア輸送担当副会長の武藤厚・武藤自動車社

長、ＮＰＯ法人全国移動サービスネットワーク理事長の中根裕・支援センター

ちば理事が参加しており、がっぷり四つに組んだ高度な議論を展開していただ

きました。原則午後７時から始まる当運営協議会の議論では、毎回ほぼ全員が

発言し、ケースによっては傍聴席からの発言も拝聴しました。 
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最終的に議論の方向を決めるのは移動困難者として市民代表で参加している

利用者委員です。障害当事者でもある当委員の切実な訴えはその人でなければ

分からない重みで本質的な問題の在り処を照らし出してくれます。 
 ポイントの第３は、地方自治体の責任の明確化です。当運営協議会を主宰す

る地方自治体の方針が揺らいでいては腰の据わった議論はできません。市川市

では自治体自らが当運営協議会の年に四半期に一度の開催を表明し、移動サー

ビスの円滑な運営と将来展望に責任を持って対処することを約束しました。地

方主権と呼ばれる時代にあって、地方自治体が移動サービスの分野で責任ある

コーディネート役をしっかり果たしていくことを市民は期待しています。 
ここで当運営協議会が成果を上げた先行事例として、公安委員会が所管する

道路交通法の駐車禁止規制の緩和の実現を紹介しておきます。当運営協議会の

音頭でタクシーとＮＰＯ等ボランティア団体が協働で署名活動を展開し、約５

千人の署名と当運営協議会名による要望書を千葉県警に提出し、全国に先駆け

て緩和が実現しました。 
 こうした運営上の創意工夫によって、当運営協議会で移動サービスの将来ビ

ジョンを展望する土台ができました。国土交通省で福祉有償運送運営協議会の

あり方をめぐって議論されましたが、地域社会の移動サービスに果たす当運営

協議会の役割は大きく、当運営協議会の試行錯誤が関係者の一助になればと祈

念します。将来的には当運営協議会は、その役割をしっかりと認識した上で福

祉と交通の有機的結合の観点から、市川市に既設の地域公共交通協議会との連

携を深めながら発展していく方向が望ましいと考えています。 
 

 
市川市福祉有償運送運営協議会 
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駐車禁止規制の緩和を千葉県警へ要望   
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【市川市の移動困難者の現状】 

 
◇移動困難者の数 
 市川市には、平成 23 年 3 月 31 日現在、介護保険法による要支援･要介護者が

合計 1 万 2,006 人おられ、このうち居宅介護サービス受給者の 7,859 人が移動

困難者と推計されます。 
一方、障害者手帳所持者については身体障害者が 10,497 人、知的障害者が

2,164 人、精神障害者が 2,100 人で合計 1 万 4,761 人となっています。このうち

65 歳以上は約 50％を占め、介護保険サービスを受けていることから、介護保険

サービスを受けていない 65 歳未満の 7,380 人が移動困難者と推計できます。 
 このことから、市川市には高齢者（居宅サービス受給者）と障害者（65 歳未

満）を合わせて 1 万 5,239 人の移動困難者が存在すると言えます。 
（参考：世田谷区の移動困難者推計） 
（http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/pdf/14109_7.pdf） 
（参考：地域における福祉タクシー等を活用した福祉輸送のあり方調査報告書） 
（http://www.mlit.go.jp/common/000040584.pdf） 
 
◇移動サービス提供者の数 
 市川市で移動サービスを提供するタクシー、ＮＰＯ等ボランティア団体の個

別輸送サービスの車両台数は、一般タクシー385 台、回転シート型タクシー40
台、介護タクシー寝台車両 2 台、車椅子対応タクシー4 台です。福祉タクシー（介

護タクシーと呼ばれている福祉限定事業者）14 台、ＮＰＯ等ボランティアの福

祉有償運送車両４3 台となっています。ボランティアによる福祉送迎サービスは

昭和 47 年に東京都町田市で始まったとされ、市川市では平成 5 年 6 月に社会福

祉協議会が運行を開始しました。平成 12 年の介護保険制度の開始後からはタク

シー事業者による介護タクシーが登場しました。ＮＰＯ等ボランティアによる

福祉有償運送は当運営協議会の審議を経て現在、6 団体が運行しています。 
 市川市の具体的な移動サービス提供者の名前は別掲の一覧表をご参照下さい。 

 

※ 回転シート型の車両は、座ったままで乗降 
ができるように、座席がドア側に 70～90 度回

転します。シートは後部座席に装備されている

車両と、助手席に装備されている車両があり、

手動または自動で操作ができます。 
出典：全国福祉輸送サービス協会 

（http://park16.wakwak.com/~zenfuku/car/car2.html） 
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◇移動困難者を支える足が不足 
 上記のことから、市川市では 1 万人以上の高齢者・障害者に対して、その方

たちの外出の足を支える移動サービス提供者が 5 百台規模に留まっており、移

動サービスの供給量は圧倒的に不足しているのが現状です。移動サービスの数

量的な必要性は明らかです。要介護者の外出への意向は強く、介護度の悪化と

閉じこもりを防止する観点からも、移動サービスの需要は今後ますます増加す

るとの調査結果もあります。 
 
移動サービス需要はますます増加 
少し古くなりますが、2002 年に要介護者等を対象に実施したアンケート調査

で移動の現状や問題点を中心に分析した調査結果があります。 
それによると、外出頻度が１日おき程度以上の人は４割に満たず、１カ月間

にまったく家を出なかったという人も 1 割近くいる。だが、外出頻度を増やし

たいと答えた人の割合は全体の約 3 分の 1 を占め、外出頻度の低い人では特に

高い数値を示している。 
次に最近１カ月間に外出した人の外出目的は、通院・通所が圧倒的に多い。

また外出時の移動手段は、家族などが運転する自動車やタクシーといった他人

の運転による自動車が多くを占め、バス・電車などの公共交通機関は非常に少

ない。 
移動しやすさに対する評価をみると、敷地外では近隣道路で移動しにくいと

答えた人が過半数を占めている。また、敷地内で移動しにくい場所の上位には、

玄関や玄関からのアプローチが上位に上がっている。 
こうした結果から要介護者等の移動性を高めることの意義は大きい。 
（出典：第一生命研究開発室水野映子氏調査結果：要介護者等の屋外・屋内

移動の現状）（http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/ldi/note/notes0401.pdf） 
 
移動困難者の実像 
市川市が 2010 年 12 月に行ったアンケート（資料参照）では、「一人で外出で

きる」と応えた人は、21.7％、「一人で外出出来ない」と応えた人は、66.3％と

圧倒的に多くなっています。また、外出頻度については、「週１未満」が約 28.7％、

昨年より外出頻度が減少したと応えた人が５９％、意図的に「控えている」と

応えた人が 59.2％、その控えている理由として「足腰などの痛み」と応えた人

が 58.2％となっており、身体的な理由により外出が減少している傾向が示され

ております。 
外出する際の移動手段では、１位が自動車（人に乗せてもらう）37.7％、2 位

は徒歩 37.6％、3 位はタクシー33.3％となっており、家族などが運転する自動
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車かタクシーといった他人の運転による自動車が多くを占めています。バス・

電車などの大量輸送の公共交通機関は、バス 14.1％、電車 10.4％と、あまり利

用されていないようです。このことは、物理的（自動車を家族が持っているか

否か）、経済的（タクシーを利用する余裕があるか）によって外出が制限されや

すいことを伺わせるものであります。 
また、「身近にほしい施設」との問にたいしては、外出を支援するサービスが

24.8％となっており、利用しやすい公共交通機関を整備する一方で、要介護者

などのための自動車交通サービス、例えば福祉タクシーや介護タクシー、ＮＰ

Ｏ等による福祉有償運送といった移動サービスの充実が必要となります。 
 そのためにも移動サービスの供給量の増加は不可欠です。 
 
◇障害者の公共交通へのストレス 
 ここで移動困難者に於ける精神疾患の現状と身体障害者の外出に於ける公共

交通機関の現状を眺めてみます。 
 現代社会はストレス社会とも言われるように、多くの人がストレスにさらさ

れながら生活を送っています。ストレス社会の特徴として精神疾患の患者が急

増しています。その数は 1996 年には 6 万人とされていましたが、2005 年には

10 万 5 千人に増え、推計値が 9 年間で 1.7 倍に増加しています。精神疾患と自

殺の関連性が高いことから社会問題にもなっています。精神疾患の主なものが

「統合失調症」、「そううつ病」などの疾患です。 
 国土交通省の『「ゆっくり」「ていねいに」｢くりかえし｣――知的障害、精神

障害のあるお客様に対する対応――』によると、こうした精神疾患者の行動の

傾向としては「一人で外出する時や新しいことを経験するときは、緊張し、不

安を感じやすい。緊張していることが態度に出てしまう」ということがありま

す。精神疾患者が外出に際して感じていることや要望したいことは「すべての

人が障害について正しく理解してほしい」ということや「障害の種類によって、

感じるバリアが異なることを理解してほしい」ということです。 
 市川市に於いても精神障害者の増加は著しいものがあります。平成 17 年度は

1,147 人でしたのが、平成 22 年度には 2,118 人と、約 2 倍近く増加しています。

こうした現状から、移動の現場では少なからず影響が出始めています。精神疾

患の場合、外形上全く健常者と区別が付かない場合があり、ＮＰＯ等ボランテ

ィアによる移動サービスに対して市民から院内介護や福祉有償運送を何故利用

できるのですか、との問い合わせがあったりします。このことは、先の精神疾

患者が外出時の要望で訴えているように、周囲の方の理解が必要なことを示し

ており、個別輸送を含む公共交通機関の関係者は理解を深めていく必要があり

ます。精神障害者に対するこのような誤った認識は、現場では日常的に起きて
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いると推測されます。今後、年々増加する介護認定者、中でも精神疾患により

外出できない方々に対応した個別輸送の重要性を考えると、利用者目線に立っ

た移動サービスの担い手の増加が急務となっています。 
 
 
 車の乗り降りもスムーズに出来るし、病院内も普通に歩く I さん。 
 首から下げた会員証とユニフォームのエプロンで、どうにか利用者（I さん）

と介護者（H さん）の違いが判別できる。 
 その様子を怪訝そうに見ていた方から苦言があった。「あんな元気な人に付き

添い介護はおかしい。」「市の福祉課に電話するぞ」と。 
H さんは、言い返すこともなく、診察券を出し I さんのそばから離れない。 
I さんは、3 年前に若年性アルツハイマーを発症。 
日常会話も難なくこなせることから外見上は全く健常者と一緒である。ただ、

ほんの数分前の事柄が記憶できない。 
受診が終わり、薬を受け取って I さんを自宅に連れ帰る。 
I さんの自宅に着いて、ご高齢の両親が出迎えてくれた。 
「ありがとうございました。本当に助かっています。」 
H さんは、感謝され、ボランティアの使命を果たした満足感を得たものの、世

間の理解が低いために受ける理不尽な苦情を思い浮かべながら、心は複雑な思

いにゆれていた。（ＮＰＯ等法人ウィラブ北茨城 高松 志津夫氏提供） 
 
 
 
デパートから最寄の駅まで車椅子対応の送迎バスが出ている。以前乗車した際、 

運転手から「車椅子が乗るので 3 名ほど乗れません」とアナウンスがあり、乗

れなかった女性に睨みつけられて乗りづらい思いをした。そのようなことがあ

ると車椅子対応のバスなのに乗りにくくなってしまう。 
ある日、バスに乗車したとき、手すりに摑まっていなかったせいもあるが、

ロータリーの回転スピードで 2 段くらい落ちて鞭打ちになってしまった。数日

後、乗車しようと運転席に10回ほど声をかけたが、完全に無視されてしまった。 
車椅子対応のものがあったとしても提供する側に有効に活用しようという心

がなければ街の中にある資源を有効に活用できない。 
段差があるところにスロープを出されても困る。 
 
 
 

  エピソード１（介護現場の声） 

エピソード２（移動困難者の声） 
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急増する精神疾患とは？   
 統合失調症は、さまざまな心の働きをまとめ上げることができなくなり、脳

内の統合する機能が失調している状態です。約 1％の発症率で、日本では約 67
万人が治療を受け、20 万人以上が入院生活を送り、100 人に 1 人の割合で発症

するとされています。原因は、遺伝因子、脳の発達に影響する妊娠・出産の合

併症、生物学的・社会的ストレスなどが影響していると考えられています。症

状は、脳（神経）の一部の働きが活発になりすぎた状態で、前兆に不眠やあせ

りの気持ちがひどくなり、つらい気持ちになったりします。 
 
 うつ病は、ストレスにさらされれば誰でもなる可能性があり、「心の風邪」と

も言われます。ストレスにさらされると、立ち向かうホルモン（副腎皮質ホル

モン）が分泌され、次第にストレス反応が止まりますが、「うつ」病になると止

まりません。悲しいことや大きな失敗を経験すると食欲がなくなったり眠れな

くなったりしますが、うつ病は、これがひどくなり、そのまま治らなくなって

しまったり、治りにくくなってしまった状態です。 
 
 そううつ病は、気分が高揚した「そう」状態と「うつ」状態が交互に現れ、

一般にそう状態よりうつ状態の期間の方が長くなります。遺伝要因と環境要因

が重なって、発病すると考えられています。 
 
 てんかんは、脳内に正常よりも強い電気的変化が突発的に生じることにより、

意識障害やけいれんの発作が起きる病気です。てんかん発作は、意識が完全に

障害されていない部分発作と、意識障害を伴う全般発作があります。ガムを噛

むような状態から全身けいれんに移行する二次性全般発作もあります。 
 
 
移動困難者と移動制約者   
 移動制約者とは一般的に交通行動上の制約を受け、人の介助や機器を必要と

する人を指します。移動困難者も大意は同じですが、本報告書では移動困難者

を身体的な苦痛を含めて様々な移動の場面で困難を伴う人を指すと広く解釈し

ています。交通バリアフリー新法、交通基本法（案）、障害者基本法などによる

法的な定義とは必ずしも一致しません。 
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<市川市の移動サービス事業者> 

・一般タクシー
　　昼夜を問わず、急な移動の需要への対応が可能です。一般的には健常者向けのサービスという認識で
すが、乗務員の移動困難者に対する認識も進んできており、軽微な介助であれば対応可能な事業者、ある
いは乗務員が増えています。
　業界の対応として、身体に障害をお持ちの方、知的な障害をお持ちの方については障害者手帳による本
人確認で料金が１割引となります。また、大半の事業者が市の福祉タクシー券の利用に対応しています。

 

・介護タクシー（福祉タクシー）
　　鉄道やバスなどの利用が困難な高齢者や障害をお持ちの方を、車椅子や寝台のまま利用可能な福祉
車両を使用して搬送するタクシー、あるいはヘルパー資格を有する乗務員が通常のタクシー車両を用いて
運行するタクシーで、ベッド・トゥー・ベッドの対応が可能です。
法人のタクシーについては一般タクシー同様の利用ができますが、このカテゴリーの大半が個人での福祉
輸送事業限定事業者であるため、一般タクシーのように市内を流して営業することや、健常者だけでの利
用はできません。
　身体に障害をお持ちの方、知的な障害をお持ちの方については、一般タクシーと同様に障害者手帳によ
る本人確認で料金が１割引となり、大半の事業者で福祉タクシー券の利用もできます。

 
 

 
 
 
 

 
 

ムトータクシー ヒノデタクシー 

 13 



<市川市の移動サービス提供者一覧> 

○一般タクシー（市川市福祉タクシー利用券利用可能事業者の一覧です。）
　　・市川交通自動車(株)　市川市南八幡５－１６－２　０４７－３１４－０５２１
　　・ヒノデ第一交通(株)　市川市高谷１９５０－３　０４７－３２８－９４５１
　　・八幡交通(株)　市川市本北方１－２６－７　０４７－３３４－２１１４
　　・東洋タクシー(有)　市川市塩浜３－２７－３１　０４７－３９６－４９７７
　　・(有)武藤自動車　市川市若宮３－４９－１３　０４７－３３８－７７７４
　　・浦安タクシー(有)　市川市千鳥町７　０４７－７０１－１９００
　　・(有)RUNDO　市川市千鳥町５－１４　０４７－７０１－３００５

○福祉有償運送（各団体の会員にならなければ利用できません）
　　・NPO法人生きがいと助けあいSSU市川　市川市塩焼２－１１－１４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０４７－３５９－９８８８
　　・NPO法人ポテト（障害者のみ）　市川市曽谷５－１－７　　０４７－３８２－７１８８
　　・社会福祉法人生活クラブ　市川介護ステーション（障害者のみ）
　　　　　　市川市市川南１－８－２９　セゾン松原３０３　０４７－３２９－５４２０
　施設入所者専門のサービスとして実施
    ・社会福祉法人　一路会　地域生活支援センターCan
　　　　　　市川市柏井町３丁目６３７－１　　047-337-1301
　　・社会福祉法人　市川レンコンの会　レスパイトハウス　レッツ・レンコン
　　　　　　市川市下新宿10-7　　0 4 7-3 5 9-7 7 9 5
　　・NPO法人　郷の会　オリーブの家　　市川市北国分3-7-2　　0 4 7-3 7 1-2 6 6 0

○介護タクシー（福祉タクシー）
　　・ヒノデ第一交通(株)　市川市高谷１９５０－３　　０４７－３２８－９４５１
　　・(有)武藤自動車　市川市若宮３－４９－１３　　 ０４７－３３８－７７７４

○福祉タクシー（総称で介護タクシーと呼ばれている）
　　・松丸介護タクシー　市川市稲越町５６６－２ TEL/FAX０４７－３７２－１９７６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯電話０９０－７８４１－５６６３

　　・早狩タクシー　市川市奉免町３１０－３２０１　０９０－９３７７－７７１８
　　・石渡タクシー　市川市柏井１－２１６９　０４７－３３９－８１１８
　　・榊原福祉タクシー　市川市中国分１－２３－８　TEL/FAX０４７－３７１－８２０６
　　・介護タクシー小倉　市川市国府台５－１９－１９TEL/FAX０４７－３７１－９３４０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯電話０９０－８３０５－１１４５
　
　　・うだがわ介護タクシー　　　０９０－３２２２－８６９４
　　・介護タクシー　駕籠屋つかさ　市川市幸２丁目１番３号A-612
　　　　　　　　　　　　　　　　　　０９０－２５４５－３２１７
　
　　・介護タクシーゆたか　市川市曽谷２－２４－１１　０１２０－２９４－０３５
　　・NPO法人　コミュニティやすらぎ　市川市南大野２－２０－４　山室ハイツ１０３
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL０４７－３３８－８２５５　FAX０４７－３３８－９０５５
　　・親愛ケアサービス有限会社　市川市南大野１－２８－１４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL０４７－３８３－１８５２　FAX０４７－３１１－２８０６
　　・株式会社AIケアプランニング　市川市新浜１－１３－９　BH２－１０２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL０４７－３１４－５６７１　FAX０４７－３１４－５６７２
　　・救急搬送ネットワーク 市川市堀之内３－３－２ー４０７　０１２０－１５ー４１９９
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市川市運営協議会の協議を経て、運行されているＮＰＯ等有償運送６団体 
 

SSU市川 ポテト 生活クラブ 一路会Ｃａｎ レッツ・レンコン オリーブの家

住所 市川市塩焼２－１１－１４ 市川市曽谷５－１－７
市川南１－８－２９
セゾン松原３０３

市川市柏井町３－６３７－１ 市川市宝１－１－５ 市川市北国分３－７－２

団体の
事業内容

①有償の助けあいサー
ビス（家事・介護援助、
子育て支援、各種生活
支援、送迎サービス）
②サロン活動
③ホームヘルプ（障害者
自立支援法・介護保険）
④ケアプラン作成

①障害者等の自立及び
家族の支援に関する事
業
②障害者自立支援法に
基づく居宅生活支援事
業
③介護保険法に基づく居
宅サービス事業　等

①介護保険・訪問介護
事業、居宅介護支援事
業
②障害者自立支援・居
宅介護事業
③地域生活支援事業
（移動支援）
④独自サービス事業（有
償ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）

①生活介護事業［かしわい
苑」「大地」
②重症心身障害(児)者通
園事業
③多機能事業所「コスモ」
④中核地域生活支援セン
ター「がじゅまる」
⑤居宅介護事業
⑥レスパイト事業
⑦移動支援事業
⑧指定相談事業
⑨共同生活介護事業　等

障害者（児）に対する生
活介護支援活動
①ショートステイ
②外出支援
③ホームヘルプ
④送迎　等

障害者（児）に対する生
活介護支援活動
①ショートステイ
②外出支援
③ホームヘルプ
④送迎　等

対象者
障害者・高齢者・その他

移動困難者
身体障害者
知的障害者

身体障害者
知的障害者

知的障害者（児）
知的障害者（児）
身体障害者（児）

知的障害者（児）

会員数 １２８名 ４５名 １６名 ４３８名 ６２名 ７４名

運転者数 ２５名 ３名 ３名 ６名 １９名 １０名

車両数 ２５台 ４台 ４台 ４台 ２台 ４台

主な
利用目的

通院・通所・サロン・
その他の社会参加等

施設送迎・外出支援

移動支援、通院等の障
害福祉サービスの利用
者。移送サービスのみは
利用できない。

施設送迎 施設送迎
施設・学校・自宅の

送迎

運送の
対価

１時間あたり1,000円
ただし、往復で30km以
上となる場合は距離制を
併用。

５kmまで５００円、以降５
kmごとに２００円とする。
１５kmを超えた場合は時
間制料金となり１時間ま
で1,000円、以降30分毎
500円とする。

４kmまで５００円、以降１
kmごとに１００円加算。

５kmまで５００円、以降１km
ごとに５０円
複数で乗車する場合は２
kmまで３００円、以降１km
ごとに１５０円。

５kmまで５００円、以降５
kmごとに２００円。
複数乗車の場合は、２
kmまで３００円。以後、１
kmごとに１５０円。

３kmまで４２０円、以降３
kmごとに１２０円。迎車料
金３００円

 

 
 
 SSU 市川による送迎風景 Can による送迎風景 
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【議論の経緯と意見の内容】 

 
 当運営協議会は市川市の移動困難者が置かれた現状を踏まえて、ビジョン策

定に向けた議論を行ってきましたが、平成 20 年度から 22 年度までの議論の内

容をご紹介します。全体会議の前にワーキンググループでも議論を煮詰めまし

た。 
 以下、議論の経緯とそこで提出されたご意見の概要です。 
 
平成 20 年度 計 4 回実施 
 「市川市の移動困難者に関わる諸問題の解決にむけて」と題して、「共生」と

「地産地消」を念頭に短期的な課題と中長期的な課題について議論を展開しま

した。 
 
〈主な意見〉 
①移動困難者に対する地域の理解が不足している。 
②ケアマネジャーの移動困難者への理解があまりなされていない。 
③配車センターのようなものがあれば福祉輸送制度への一般の理解が進む。 
④移動サービスを供給する側の経済的な問題の解決が必要だ。 
⑤バリアフリー車を普及させたいが、コストの面の解決が必要だ。 
 
 上記の意見を大別すると次の２つに集約されます。 
1.福祉輸送の認知度が低く、潜在的に移動を諦めている人へのアピールが必要だ。 
2.財源の問題が避けられない。 
 
 その他提出された意見は次の通りです。 
○地域生活支援事業の移動支援の支給内容は各市町村で決定できるが、現在、

市川市は身体障害での基準を全身性障害に限定している。これを緩和すれば、

制度上で移動支援が増加するので、取り組んでいただきたい。 
○社会福祉協議会の利用者が顕著に減っているが、社協の利用を辞めた人の追

跡調査はしているのか。社会福祉法人としての役割もあり、責務でもあると思

うので、追跡調査をしてほしい。 
○ケアマネジャーへのアンケートの結果報告から、①タクシー券のことが利用

者に伝わっているのかという疑問が残る②福祉有償運送についても件数やマー

ケットが増えている のに利用件数が減っているというのは、利用者に伝わっ

ていないのではという疑問が残る――点が示された。 
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平成 21 年度 計 4 回実施  
 主に福祉共同配車センターの設置提案や移動サービスを周知するためのケア

マネジャー研修などについて議論しました。 
 
〈主な意見〉 
○短期的にできるものは直ちに具体化していこう。並行して長期的な課題も検

討していく。中長期的な課題として、福祉共同配車センターの設置を提案する。

市川市も最終的に設置を決断するなら、国土交通省の助成制度を活用すること

も念頭に議論すべきだ。 
○福祉共同配車センターを作るのであれば、持続可能なシステムとして公的な

お金と利用者のお金をどうマッチできるかが検討課題だ。 
○福祉共同配車センターの担い手は公的な機関が一番いいと思う。そこに窓口

を設置して相談 業務・情報提供業務・紹介業務をやっていただく。利用者に

とっても、公的機関なので信頼性を得られる。 
○福祉共同配車センターを作る時、いつまでも助成金に頼っていると長続きし

ない。やるなら継続して行う仕組みが必要だ。 
○長期的な課題ではノーマライゼーションの時代にあって健常者も障害者も利

用できる ユニバーサルデザイン車両の導入を念頭に置くべきだ。 
○ニーズがサービスに結びつかない原因は、サービスの認知度が低いからでは

ないか。端的な取り組みとしてケアマネに移動サービスの研修をしたい。 
○法律で定めた対象者が移動困難者とは言い切れない。交通機関が使えなくな

った状態で初めて移動困難者だと認識する。その時に福祉輸送がどこまで認知

されているかが大事だ。 
○介護タクシーが登場してから病院に行くことができた。おかげで要介護４か

ら要介護 2 になったという事例がある。交通手段がなければいかないし、手段

があることを知らない方が多いのではないか。 
○ケアマネから介護タクシーについての認識が低いと問い合わせがあった。多

くのケアマネが勘違いをしていて福祉限定のタクシーは介護保険の適用になら

ないから使ってはいけないと思っており、ケア会議の場で移動サービスの説明

をしていきたい。 
○福祉有償輸送の担い手の確保として運転者講習費用に対する補助金が必要で

はないか。市川市として来年度の予算要求をしようと思う。 
○運転者講習に補助金が出るのであれば福祉有償運送団体だけでなく、福祉タ

クシー事業者にも行ってほしい。 
○福祉輸送を考える時、タクシー事業者やＮＰＯ等の論点ではなく、街の中に

ある資源をどのように活用して効果的に計画を作るかが重要な論点となる。 
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○国交省が交通基本法の検討をはじめた。道路運送法は交通事業者の法律とい

う側面が強いが、今後、交通基本法案との関係も踏まえる必要がある。 
 
平成 22 年度 計 4 回実施 
〈主な意見〉 
○サービスを仲介する者への周知等、市川市でも前向きに進めていってほしい。 
○福祉有償運送や移動困難者の話になると、業界同士をどうするかと大きな括

りになってしまう。市川の中でも団体同士がネットワークを組めば変わってい

くと思う。 
○タクシーやバスなどの料金にユニバーサル料を入れて、移動困難者のインフ

ラ整備に使われるようになると思う。 
○街にある資源を活用したいが、提供する側に資源活用の心がなければ資源を

いかせない。 
○年齢に関係なく精神疾患の相談が多い。単に障害者というより困難なケース

も多く、現場のニーズは複雑化している。 
○障害者支援課では、職員の意識変革を兼ねて「心のバリアフリー」という講

座を実施している。今後は、外部への啓発キャンペーンを実施する予定である。 
○ユニバーサルデザインに関して、ハード面が整備されてもソフト面が追いつ

いていかなければ意味が無い。個別輸送の役割を明確にしてほしい。 
○ビジョンを具体的にどう展開するかが重要である。カギになるのは行政であ 
る。 
○配車センターに関しては、ランニングコストも見据えて１％支援を活用でき 
るようなモデルも提示した方が望ましい。 
○福祉タクシー利用券で会社へ手終料の 100 円が入っているが、その分、利用

者負担の軽減に回してほしい。また、長崎県が実施しているタクシーの利用券

等を行政がイニシアチブをとってやってほしい。 
○関連する分野と連携しながら総合的に進めていく必要があるので、ビジョン 
に関連する。 
分野の役割も明記して頂きたい。 
○中間整理を作成して、その後どのように活用するのか見えてこない。 
○移動困難というところを市の計画の中に入れて表に出すのか、そういったと

ころが期待される。 
○高齢者や病気の方は時間が無い。スピード感を持ってやってもらいたい。 
○利用者目線に基づいて、計画を具現的に可視化されて実行が見えることが重 
要と思う。 
○健常者や移動困難者予備軍等も含めた総合的な移動・移送を考えなければい
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けない。 
○小さい団体でも運営できる仕組み作りが必要である。 
○目で見てわかるような代表的な車両を見ることができればイメージもわきや

すいと思う。 
○非常に残念だが、移動の権利は交通基本法の中に入ってこないだろうと国の

見解がある。 
 
<移動権をめぐる交通基本法案の要約版>  

 
 
 

出典：国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/common/000117005.pdf） 
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◇提出された課題の分類 
【ハード面】 
（ハード対応） 
・福祉共同配車センターの設置 
・バリアフリー車の普及 
・ユニバーサルデザイン車の導入 
（財務） 
・持続可能なシステムと公的なお金と利用者のお金がマッチできる制度の構築 
（窓口） 
・福祉共同配車の窓口は公で実施（相談業務・情報提供業務・紹介業務） 
 
【ソフト面】 
（理解・認識） 
・移動困難者に対する地域の理解不足 
・ケアマネジャーの移動困難者への理解不足 
・福祉輸送の低い認知度 
・潜在的に諦めている人へのアピールの必要性 
・地域生活支援事業の移動支援での全身性障害限定の緩和 
・タクシー券のことが利用者に伝わっているのか疑問 
・福祉有償運送も利用者に伝わっていないのではとの疑問 
・ニーズがサービスに結びつかない原因はサービスの認知度が低いから 
・交通機関が使えなくなった状態で初めて移動困難者だと認識 
（財務） 
・移動サービスの供給側の経済的な問題の解決 
・福祉有償輸送の担い手の確保として運転者講習費用に対する補助 
・運転者講習費用に対する補助金を福祉タクシー事業者へも拡大を 
（計画） 
・福祉輸送では街の中にある資源をどう活用して効果的に計画を作るか 
 
上記以外に今後の検討対象として提出された課題 
・タクシー券の見直し 
・タクシー券のネーミングの変更と料金の見直し 
・チャイルド券の導入 
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【問題点とその解決策】 

 
 諸問題に取り組むに当たり、「問題」と「課題」とを厳密に区分けして整理し

てみました。物事を達成するため障害となる事項が問題、物事を達成するため

積極的にどうしたらよいか考察する事項が課題という程の意味です。 
 短期的な問題点として 5 項目を確認し、それぞれの解決策を策定しました。

この中には既に実現した課題も含まれています。 
《5 つの短期的なアクションプラン》 
<短期的な問題点の 1 とその解決策> 
●移動サービスが移動困難者に周知されていない。 
  問題：移動困難者の目に付く場所に情報がなく、移動困難者と接する関係

者の認識も不足している。 
  課題：広報などによる周知が足りない。 
 【解決策】 
 移動困難者に定期的に市報による広報、インターネット、その他可能な方法

で移動サービスの存在を周知する。移動サービスには公共交通機関としてタク

シーはじめ、ＮＰＯ等ボランティアによる福祉有償運送など各種送迎サービス

メニューが存在することを、市のイベントの場などあらゆる機会を捉えて市民

に周知していく。 
 <費用の積算> 
 パンフレット代として、広告宣伝費、通信費などを確保する。 
 
<短期的な問題点の 2 とその解決策> 
●移動サービスを提供する新規参入の担い手が増えない。 
  問題：ビジネスモデルとして構築されていない。 
  課題：新規参入のハードルが高い。 
 【解決策】 
 ＮＰＯ等ボランティアの福祉有償運送では、自治体が責任を持って支援する

ことで申請手続きなどの簡素化を工夫・要望していく。タクシーでは、障害者

も健常者も乗車できるユニバーサルデザインタクシーの普及を見越し、乗務員

のバリアフリー教育の環境を整える。高齢福祉社会に於ける移動サービスの人

材育成を市が主導していく。 
 <費用の積算> 
 パンフレット代、ビジネスモデルの構築費用として、広告宣伝費、通信費な

どを確保する。 
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<短期的な問題点の 3 とその解決策> 
●精神障害者が福祉有償運送輸送の対象となることの基準が不明確になってい

る。 
  問題：外形上健常者と区別が付かないことから基準の設定が難しい。 
  課題：周囲に理解を求めることが足りない。 
 【解決策】 
 精神障害者は外形上、移動困難者と認識することが困難であることから、一

定の基準を設け、周囲の理解を得られるよう何らかの方法で周知する。当運営

協議会にそのための作業部会の設置を検討する。 
 <費用の積算> 
 パンフレット代、協議の運営費などを確保する。 
 
<短期的な問題点の 4 とその解決策> 
●福祉有償運送に対するケアマネジャーの認知が不足している。 
  問題：移動サービスの情報の把握がなされていない。 
  課題：定期的な周知が必要である。 
 【解決策】 
 ケアマネジャーへの具体的な周知として、ケアマネが集まる市のケア会議で

定期的に周知する。この件は既に実施に移されている。 
 <費用の積算> 
 パンフレット代として、広告宣伝費、通信費を確保する。 
 
<短期的な問題点の 5 とその解決策> 
●移動サービスの運転者講習費用が高額のため協力運転者が増えない。 
  問題：現行の講習料 1 万 5 千円が高すぎる。 
  課題：意識の啓発が足りない。 
 【解決策】 
 福祉有償運送の運転者講習費用の一部を助成する。この件は市が平成２３年

度に助成措置を予算化し、実行に移されている。タクシー関係の講習補助は財

政事情を見ながら検討する。 
 <費用積算> 
 運転者講習費用の一部：1 人 7,500 円×10 人＝75,000 円 
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《4 つの中長期的なアクションプラン》 

 中長期的な問題点として４項目を確認し、それぞれの解決策を策定しました。 
 
<中長期的な問題点の１とその解決策> 
●福祉共同配車センターの設置 
  問題：費用が掛かりすぎ、ビジネスモデルとしても構築されていない。 
  課題：先進事例が少なく、費用対効果の分析ができない。 
 【解決策】 
 福祉共同配車センターは、持続可能な制度として運営できるように先進都市

の具体例を参考にしながら検討を重ねていく。国の補助制度の活用を射程に置

き、できる限り早期にスタートすることが望ましい。財源問題への対応では、

個人住民税の 1％を住民が支援する「1%条例」を活用し、タクシーや福祉有償

運送団体が横断的にＮＰＯ等組織を発足させ、そこを運営主体に設置していく

案が挙がっている。こうした課題を作業部会を設置し検討する。 
 <費用の積算> 
 先進事例のイニシャルコストとランニングコストを踏まえて計上する。国土

交通省の補助、1％条例からの支援など複合的に検討する。 
 
<福祉共同配車センターとは？ > 
 自立したマネジメントを 
 福祉共同配車センターは、電話一本で利用者の身体状況に応じた移動車両を

配車する高齢福祉社会では地域になくてはならない存在です。手配車両はリフ

ト車、寝台車から介護タクシー、助け合いのＮＰＯ等有償運送までメニューが

多様なほど利用者への対応が万全になります。その機能は相談、配車、人材研

修の 3要素から成りますが、東京都杉並区では相談業務に特化した形で行われ、

利用者の状態と要望によって地元のＮＰＯ等や福祉タクシーなどを紹介してい

ます。3 要素を併せ持つのは東京都世田谷区のケースです。いずれも運営主体は

ＮＰＯ等で区が財政支援をしています。国土交通省の補助を受けているのは大

阪、京都、岐阜などのタクシー業界です。この補助は初期投資のみで長期的な

運営のためには自立したマネジメントが要求されます。ちなみに、この国の補

助制度は平成 23 年度から福祉共同配車センター傘下の車両だけでなく、福祉車

両単体の導入なども対象に加える制度変更がなされ、バリアフリー車両の普及

のため、市川市も当運営協議会もこの制度に基づく対応を支援しています。 
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身の丈に合った事業に 
 福祉共同配車センターの設置は、最初から大掛かりなセンターではなく、市

川市の身の丈にあったセンターからスタートすることが望ましい。相談業務ベ

ースであれば市の相談業務が日常的に対応しており、ここを拡充していくのも

方法です。配車業務は既存のタクシー事業者に実績のある配車センターが存在

しており、ここに配車機能を置くのも方法です。既に当運営協議会のタクシー

関係委員からその旨の意思表示がなされています。地域包括支援センターなど

地域に定着する既設の機関との連携を模索するのも設置へ向けた手がかりにな

ります。 
 
<中長期的な問題点の 2 とその解決策> 
●移動サービスに対する駐車禁止規制のさらなる緩和 
  問題：法律の壁が厚い。 
  課題：アピールが一過性で終わってしまう。 
 【解決策】 
 駐車禁止規制の適用除外をさらに緩和する方向で引き続き県警と市内警察署

へ要望していく。平成 19 年 9 月に駐車規制の対象が「車両」から「本人」に緩

和されたが、実際の移動サービスの現場では病院の前など肝心な場所で駐車で

きないケースが多く、粘り強く現場の実態を警察当局と道路管理者に訴えてい

く。 
 <費用の積算> 
 広告宣伝費、通信費などを確保する。 
 
<中長期的な問題点の 3 とその解決策> 
●ユニバーサルデザイン車両の導入 
  問題：地方自治体ベースで動くには限界がある。 
  課題：地方から中央へ働きかけていく。 
 【解決策】 
 ユニバーサルデザイン車両の導入は、国土交通省の検討会などで活発な検討

が行われ、また同省が補助制度を設け、一部カーメーカーがユニバーサルタク

シーの市販に踏み切るなど具体化へ動き出している。福祉車両が障害者、健常

者に分け隔てなく利用できる状態が理想であることは言うまでもない。市川市

では全国的な流れを見据えつつ、福祉車両のユニバーサル化を図っていくこと

が望まれる。 
 <費用の積算> 
 パンフレット代など広告宣伝費、通信費を確保する。 
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<中長期的な問題点の 4 とその解決策> 
●自治会や地区社協の地域の支え合いや見守りを通じて、地域内の移動は地域

のボランティアが主体的な担い手として実施する。 
  問題：地域によって共助社会に対する認識に温度差がある。 
  課題：共助社会への意識啓発が足りず、アプローチの仕方も拙い。 
 【解決策】 
 単なる送迎輸送のボランティアではなく、単一自治会などの小単位の地域で

互助、共助といったみんなで支えあう地域を構築していくことが、同時並行で

移動困難者への輸送ボランティアを育んでいく。 
 <費用の積算> 
 パンフレット代など広告宣伝費、通信費を確保する。 
 
 
市川市の住民税 1％支援制度について  
通称 1％条例と呼ばれる市川市の「市川市納税者が選択する市民活動団体への

支援に関する条例」は平成 16 年 12 月に設立し、平成 17 年 4 月からスタートし

ました。これは中欧のハンガリーで成立したパーセント法を参考にしたもので

すが、ハンガリーが市民からの使途指定金がＮＰＯ等の活動資金一般に充当で

きるのに対し、市川市は、非営利組織から申請のあった事業に対して、使途指

定された市民税の 1％相当額を支援金として支給するもので、上限が事業費の

1/2、対象経費も限られています。また、ハンガリーでは個々のＮＰＯ等の信頼

性を判断するのは納税者ですが、市川市の制度では、応募したＮＰＯ等法人の

事業を市の設ける選考委員会が審査する過程が設けられており、納税者は市の

「お墨付き」を受けた事業の中から選択することになります。 
 平成 17 年のスタート時は 81 団体の登録でしたが、平成 22 年では 130 団体

が登録されました。そのうち送迎サービスのＮＰＯ等は 1 団体のみの登録でし

た。 
 今後は、多くの送迎ＮＰＯ等が参加することを期待するとともに、1％支援制

度を活用したビジネスモデルの確立が期待されます。 
 

                 
ハンガリー国旗 
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市川市社会福祉協議会の役割と移動サービスの制度改正 
社会福祉協議会は、平成 5 年 6 月にボランティア輸送を実施し、草分的存在

でした。当運営協議会の協議を経て、福祉有償運送を始め、移動サービスの分

野をリードしてきましたが、福祉有償運送の担い手が増加してきたことや、鉄

道駅の整備やタクシー業界においても福祉タクシーの導入が進んできたことか

ら、福祉有償運送から撤退し、原点回帰として、登録会員を無償で送迎するボ

ランティア輸送を平成 22 年 7 月よりスタートいたしました。 
具体的な内容は、社協が所有するリフトカー2 台のみを使用し、必ず介護者を

付けて頂きます。利用料については、低所得の方の利便を図るということで市

民税非課税世帯を対象とし、無料としております。  
社会福祉協議会は、社会福祉法で地域福祉の発展に努めることが主な役割と

謳われており、今後も地域福祉増進のために地域をリードしていくことが期待

されます。 
 
 

    

        

社会福祉協議会車両及び送迎風景 

 26 



【将来ビジョンへの思い】 

 
 <人は生まれながらに障害者> 
 「日々生きているということは、当たり前のことではなくて、実は奇跡的な

こと」と市川市出身の写真家・星野道夫は書き遺しています。移動困難者はこ

の当たり前のことができませんが、それだけに奇跡的なことを感じ取る最も近

い地点にいると言えます。福祉国家スウェーデンを仕事で百回以上訪れたスウ

ェーデン社会研究所長の須永昌博氏はスウェーデン人の気風は「人間は生まれ

ながらにして障害者である。健常者はたまたま健常でいるにすぎない」と考え

ることである、と言っています。こうした発想と風土が福祉大国の土台を作っ

ているわけです。2 つのことは移動困難者こそが社会の主役であるということを

示唆しています。 
 <発想の転換が必要> 
 私たち日本社会はどうでしょうか。移動困難者が社会の主役であると言える

環境にはほど遠い状況です。スウェーデン人を見習えとは申しませんが、我が

国が高齢福祉社会の真っ只中にある今、発想の転換が必要です。地域の暮らし

を支える地域生活交通を提供するタクシーやＮＰＯ等ボランティアなどによる

移動サービスの分野も同様です。目の前の移動困難者をどう支えていくかとい

う強固な意志が必要です。 
 <共助社会を構築> 
 移動サービスといった地域生活交通の将来ビジョンを考える時、新たな発想

と新たな時代変化に向き合う意志が求められます。市川市では、現在失われて

いる自助・共助・公助の役割分担のもと、一人ひとりが地域の中で自立してい

く「自助」を基本としながら、自立した個人が相互に助け合う「共助社会」の

構築が急務と考えています。共助社会を構築していくためには、一昔前はごく

当たり前でした「向こう三軒両隣」の近所付き合いの人間関係を取り戻すこと

も必要です。緊密な自助・共助が生まれやすい環境作りを進めていくことが行

政の役割の一つです。こうした発想が社会の根底に根付いた時、地域での助け

合いが生まれ、地域のことは地域で解決できるといった地域力が醸成され、移

動支援の世界でも健常者、障害者を問わず、当たり前のことを当たり前に享受

できる共生社会が形成されます。 
 <根の生えたビジョンに> 
 将来ビジョンは現実の問題に深く根を降ろした実効性のあるものにしなけれ

ばなりません。そのために可能な範囲で目標を設定し、実現していく努力が肝

要です。移動サービスに於ける定量的な目標設定は、需要と供給のバランスを
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分析し、実現可能な数値を目標値としていく必要があります。市川市の１万人

以上の移動困難者に対して移動サービスの供給量はわずか５百台規模であるこ

とを指摘しましたが、このアンバランスの解消には各種の複合的なハードルを

超えた取り組みが必至で、今回のアクションプランの俎上には敢えて乗せず、

長期的かつ総合的な取り組みの中で確実にギャップを埋めていくことにしてい

ます。量的な拡大に対する当面の具体策としては、10 年後を目指し、市川市の

公共交通計画や障害者福祉計画と綿密な連携を図り、公共交通機関のさらなる

福祉移動サービスへの環境整備、福祉タクシー券の充実、福祉有償運送の担い

手の拡充などを掲げて、移動サービスの供給量の増加を図ります。 
<幾つかの重要な役割> 
 最後に、短期的課題と中長期的課題に分けたアクションプランを策定しまし

たが、将来ビジョンのための幾つかの重要なキーポジションの役割について付

言します。具体的には、タクシー、ＮＰＯ等ボランティアによる個別輸送、行

政、地域の交通・福祉政策をうたった市川市の交通計画と障害福祉計画のそれ

ぞれの役割について提言します。 
 
【個別輸送の役割】 
 タクシーやＮＰＯ等ボランティアなどが行う移動サービスといった個別輸送

は、利用者にとって顔の見える痒い所にも手が届くサービスです。普通のバス

や電車といった大量公共交通機関の利用が困難な方が利用の中心となりますが、

高齢者や体の不自由な方に対するドアツードア、ベッドツーベッドの個別ニー

ズに応じることができる点が最大の特徴です。これにより、高齢者や障害者は

安心して通院・通所や買物などの移動ができます。 
 移動サービスは今後ますます増加する高齢者や介護認定者の移動を可能にす

るばかりではなく、若年障害者の通勤や通学などの移動も可能にし、介護家族

者などの精神的・身体的負担の軽減にも貢献します。障害者や要介護高齢者の

外出機会を提供すれば、障害者や高齢者などの日常生活の質を維持し、閉じこ

もりを予防することができます。移動困難者が外出し消費活動を行うことで、

地域の経済やコミュニティの活性化にもつながります。  
このように移動困難者の移動を最大限に可能とする個別輸送は、今後ますま

す重要になることは確実です。地域社会全体で移動サービスの拡充に取り組ま

なければなりませんが、福祉輸送は高額な車両や人材育成に通常の輸送業務よ

りもコストがかかります。このため、移動サービス業務を維持するための財源

の問題をどうするか、一事業者・団体の枠を超えて地域全体で地域の移動サー

ビスをどう維持するか考えていく必要があります。 
 

 28 



【行政の役割】 
 行政は地域社会のコーディネーターです。市民と移動サービス提供者をつな

ぐ「かすがい」とも言えます。社会や地域が変化する中にあって、住民のニー

ズに的確に対応できるサービスを提供するため、これまでの縦割りを超えた総

合的な福祉交通サービスが円滑に提供できるよう務める必要があります。地域

生活に関わる様々な分野との調整を図りながら、一層の連携を推進することが

求められます。その際、地域の状況に応じたサービスが、身近な地域で利用で

きるよう、地域の拠点作りや地域毎の計画作りを推進する必要があります。 
 地域福祉を進めるための基盤として、誰もが安心して快適に生活できる環境

の整備、とりわけ外出しやすい街作りのための都市施設のバリアフリー化や公

共交通機関の整備について、民間事業者の協力を得ながら推進することが重要

です。街作りの推進では、地域に住む住民や施設を利用する人々の意見を的確

に反映できるように住民参加型の推進に一層取り組むことが求められています。 
 
【交通計画の役割】 
 移動サービスのビジョンを市の長期政策計画とどう連動させるかは重要な課

題です。その一つが交通計画との連動です。交通計画では、将来に向けて公共

交通ネットワークを維持・継続していくことが重要としています。そのために

は、国・県・市・交通事業者・ＮＰＯ等・企業・地域住民が各々の役割分担を

明確にし、その役割に責任を持って取り組むことが必要です。その場合、地域

でどのようなサービスをどの程度まで確保するか、その便益をどのような人が

どの程度享受し、費用をどのように分担するか、といった視点を加えていくこ

とが重要です。地方の公共交通については、民間事業者だけでは整備・運営が

困難なことから、各々の役割分担を明確にした上で、地域社会との連携や国・

県・市町といった行政の支援など、新たな公民のパートナーシップの構築が不

可欠です。 
 
【障害福祉計画の役割】 
 障害福祉計画は、障害者の選択を可能とする基盤整備や地域の実情に応じた

地域生活支援事業について、当事者が参画して検討することが必要です。量的

な整備のみならずサービスの質を確保する仕組みに、当事者の声が反映される

ことが望まれます。移動サービスとの関連では、市町村に於けるニーズを把握

し、地域の実情に応じて、どうサービスの提供体制を整えて計画を定めるかが

重要となります。 
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おわりに 

 
 本年 3 月 11 日、東日本大震災が発生し、被災地はもとより日本列島全体に甚

大な影響を及ぼしています。「3・11 以降」のキーワードが示すように 3・11 の

前と後とでは人々の意識が根底から変化しているようです。そうした動きが今

後どう各般に影響していくのか正確に見通すことは難しいですが、移動サービ

スの分野では大震災直後からＮＰＯ等ボランティアの送迎団体が被災地入りし

て現地の住民送迎や物資輸送に取り組んだり、タクシー事業者が水没した同業

者に車両供給をしたり、感銘を呼ぶ活動が行われたことは「隗より始めよ」と

いう諺を想起させます。 
 市川市の将来ビジョンについて縷々議論した結果をここに整理しましたが、

これが現実の改善にどれほどの力を及ぼすか自信があるわけではありません。

また足掛け 3 年に亘る議論とは言いながらも、足りない時間を割きながらの検

討でしたから、胸を張って充実した内容を提起できたとも言えません。ただ、「隗

より始めよ」の一念でここまで辿り着いた次第です。ささやかな贈り物として

受け止めて下さい。 
 今回取りまとめた市川市に於ける移動困難者とタクシー、ＮＰＯ等ボランテ

ィアなどの移動サービスのビジョン報告書が各般関係者のお役に立てば幸いで

す。取りまとめにご協力いただいた市川市福祉有償運送運営協議会と市川市の

スタッフの方々に感謝申し上げます。市川市の移動困難者とタクシーやＮＰＯ

等ボランティアなど移動サービス関係者の明るい将来展望を祈念します。 
 

市川市福祉有償運送運営協議会 
会長 武本 英之 
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【資料編】 

高齢化の推移と将来推計 

高齢化の現状と将来像 
我が国の総人口は、平成 21（2009）年 10 月 1 日現在、1 億 2,751 万人で、

前年（1 億 2,769 万人：20 年 10 月 1 日現在推計人口）に比べて約 18 万人の減

少となった。65 歳以上の高齢者人口は、過去最高の 2,901 万人（前年 2,828 万

人）となり、総人口に占める割合（高齢化率）も 22.7％（前年 22.1％）となっ

た。 
また、高齢者人口のうち、65～74 歳人口は「団塊の世代」が高齢期に入った

後に平成 28（2016）年の 1,744 万人でピークを迎える。その後は、43（2031）
年まで減少傾向となるが、その後は再び増加に転じ、53（2041）年の 1,669 万

人に至った後、減少に転じると推計されている。一方、75 歳以上人口は増加を

続け、平成 29（2017）年には 65～74 歳人口を上回り、その後も増加傾向が続

くものと見込まれており、増加する高齢者数の中で 75 歳以上人口の占める割合

は、一層大きなものになるとみられている。 

 
高齢化の推移と将来推計（出典：平成 22年版 高齢社会白書） 

（http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2009/zenbun/pdf/1s1s_1.pdf） 
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2.5 人に１人が 65 歳以上、4 人に 1 人が 75 歳以上 
平成 22 年版高齢者白書の推計によれば、高齢者人口のうち、65 歳～74 歳人

口は「団塊の世代」が高齢期に入った後に平成 28 年（2016）年の 1,744 万人

でピークを迎える。 どの後は、43 年（2031）年まで減少傾向となるが、その

後は再び増加に転じ、53（2041）年の 1,669 万人に至った後、減少に転じると

推計されている。一方、75 歳以上の人口は増加を続け、平成 29（2017）年に

は 65 歳～74 歳人口を上回り、その後も増加傾向が続くものと見込まれており、

増加する高齢者の中で 74 歳以上人口の占める割合は、一層大きなものになると

みられている。 
 
移動困難者増加の推定 
厚生労働省介護保険事業状況報告（H19.12）によれば、要支援、要介護認定

者数(第 1 号保険者)は 4,353,827 人である。 
これら認定者数は高齢者の人口増加に比例して増加すると推定されるので、移

動困難者数も増加すると推定できる。 
 
要支援・要介護認定者 

要支援（人） 要介護（人） 総数(人）

65歳以上75歳未満 189,648 470,211 659,859

940,360 2,753,608 3,693,968

1,130,008 3,223,819 4,353,827

30,338 121,765 152,103

1,160,346 3,345,584 4,505,930

第２号被保険者

合計

第１号被
保険者

区分

75歳以上

計

 
 
 
 

   

（厚生労働省介護保険事業状況報告 H19.12 より作成） 
（http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m07/0712.html） 
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  市川市の移動困難者の推移（平成 17 年度から平成 32 年度） 

人数 前年比（％） 人数 前年比（％） 人数 前年比（％） 人数 前年比（％）

１７年度 9,077 1,147 1,692 9,410

１８年度 9,472 104 1,367 119 1,788 106 9,866 105

１９年度 9,687 102 1,500 110 1,877 105 10,478 106

２０年度 9,923 102 1,633 109 1,986 106 10,857 104

２１年度 10,212 103 1,874 115 2,077 105 11,373 105

２２年度 10,497 103 2,100 112 2,164 104 12,006 106

２３年度 10,812 103 2,373 113 2,272 105 12,606 105

２４年度 11,136 103 2,681 113 2,386 105 13,237 105

２５年度 11,470 103 3,030 113 2,505 105 13,898 105

２６年度 11,814 103 3,424 113 2,630 105 14,593 105

２７年度 12,169 103 3,869 113 2,762 105 15,323 105

２８年度 12,534 103 4,372 113 2,900 105 16,089 105

２９年度 12,910 103 4,940 113 3,045 105 16,894 105

３０年度 13,297 103 5,583 113 3,197 105 17,738 105

３１年度 13,696 103 6,308 113 3,357 105 18,625 105

３２年度 14,107 103 7,129 113 3,525 105 19,557 105

身体障害者 精神障害者　 知的障害者 要支援・要介護

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

１７年
度

１９年
度

２１年
度

２３年
度

２５年
度

２７年
度

２９年
度

３１年
度

身体障害者 人数

精神障害者　 人数

知的障害者 人数

要支援・要介護 人数

 

※ 将来推計は、それぞれの平均伸び率を乗じて算出した。 
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市川市における福祉・介護に関する市民意向調査結果報告書 

本調査は、3 年ごとに見直す「市川市老人福祉計画・介護保険事業計

画」の策定にあたり、今後の高齢者福祉サービスの推進及び介護サービ

スの充実と質の向上の取り組みにおける基礎資料を得ることを目的と

して実施しました。（平成 22 年 12 月実施） 

発送件数 4,200人 回収数 2,473 回答率 59.2%％ 

調査対象 居宅サービス
利用者 

居宅サービス
未利用者 

高齢者一般 
 

特定高齢者 その他一般 
 

ｅモニター 

調査対象者

の条件等 

介護認定を
受けた居宅
サービス利

用者 

介護認定を
受けた居宅
サービス未

利用者 

65 歳以上の 
市民 

一般高齢者
と介護認定
者との間の

市民 

40～64 歳の
市民 

40～64 歳の 
ｅモニター 

抽出方法 無作為抽出  

調査方法 郵送調査法  

調査時期 
平成２２年１２月 

平成 22 年 12 月
～平成 23 年 1

月 

 

 

○一人での外出 

 
質問：バスや電車で一人で外出していますか（自家用車でも可） 
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○外出頻度 

 
質問：買物、散歩で外出する頻度はどのくらいですか（それぞれ１つ） 

 

【買物】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【散歩】 
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○外出を控えること 

（１）控えること 

 
質問：外出を控えていますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）控える理由 

質問：（外出を控えている方のみ）外出を控えている理由は、次のどれですか（いく
つでも） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外出を控えている理由としては、「足腰などの痛み」をあげる人が多くなって

います。 
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○週１回以上の外出 

質問：週に１回以上は外出していますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

週１回以上の外出をしていない人は、居宅サービス利用者、居宅サービス未

利用者で３割前後みられます。 

 

○外出回数の減少 

 
質問：昨年と比べて外出の回数が減っていますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昨年と比べての外出回数が減ったとする人は、居宅サービス利用者、居宅サ

ービス未利用者では６割前後、特定高齢者で５割弱となっています。 
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<福祉共同配車センターのイメージ図>  

 

 

 

 

出典：国土交通省自動車交通局 
ボランティア福祉有償運送フォーラム抜粋 

（http://www.vns.npo-jp.net/A_topics/D-ido-net/tabata-koen.pdf） 
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【参考とすべき海外の移動サービス】 

 移動困難者にとって、気軽に外出できる環境は切望してやまないところです

が、日本に比べて海外の移動サービスはかなり進んでおり、当運営協議会委員

の紹介もあったことから、ここではアメリカラスベガスにおける移動サービス

の状況を紹介します。 
（http://www.lvtaizen.com/bus/html/taxi.htm） 
 
ラスベガスのタクシー事情 

やはりなんといっても一番便利なのがタクシーだ。台数が多いばかりか、料金も日本に

比べかなり安く、使い勝手が非常によい。 
 また、ラスベガスでのタクシー利用はホテル間の移動など、近距離移動が中心となるた

め （そもそも街の周囲は砂漠のため、遠い場所に目的地がほとんど存在しない）、どんな

に近い距離でも運転手にイヤな顔をされることがない。夏の暑さや冬の寒さが厳しいラス

ベガスでは、隣のホテルのナイトショーを見に行くためにタクシーを利用するなどという

ことは当たり前のように行われている。 
 
 車両は左の写真の通りセダン、ミニバン、ＳＵＶ （スポ

ーツユーティリティービュークル） の 3 タイプあり、料金

は同じで、台数的にもどれも同じ程度存在している。 
 どのタイプも定員は 5 人 （運転手も含めると 6 人） と
なっているが、スーツケースなどを持つ観光客 5 人がセダ

ン 1 台に乗り込むことはスペース的にむずかしいので、そ

ういった場合はミニバンやＳＵＶを選ぶしかない。 
 
 安全上の理由から、ストリップなどの路上からタクシーに

乗車することは原則として認められていない。つまり、ラス

ベガスでは 「流しのタクシーをつかまえて乗る」 という概

念はなく、空港、ホテル、レストランなどの所定の場所から

乗車することになる。 
 なお、一流ホテルなどのタクシー乗り場においては、タク

シーを誘導しドアを開けてくれるホテルマンに対して チッ

プとして $1 程度を渡してから乗車する のが慣例となっている。ちなみにラスベガスのタ

クシーのドアは日本と違い自動ドアではない。 
 

 

 39 

http://www.lvtaizen.com/bus/html/taxi.htm
javascript:void(0)
javascript:void(0)


  
乗車運賃は初乗り （ 1/12 マイル、約 133m まで） が $3.30、その後 1/12 マイルご

とに $0.20 （つまり １マイル $2.40。メートル換算で 1km につき $1.50）、待機料金は  
 
１時間 $30 （つまり 1 分につき $0.50。待機料金とは、停車もしくは時速 8 マイル（約

13km/h） 以下での低速走行時の時間に対して課せられる料金）。それに 15%～20% のチ

ップが必要。 
 なお、これら料金とは別に、ラスベガス市にはタクシーに対する空港通行料というもの

があり、空港から出て行くタクシーに乗車する際にのみ空港通行料として $1.80 が加算さ

れる。空港に入る際は徴収されない。（以上、2009 年 9 月に改訂された料金） 
 あと、これは料金ではないが、2003 年 10 月から始まった新規則で、シートベルトをし

ていない乗客には $25.00 の反則金が課せられるので注意が必要だ。 
 
ラスベガスは全米主要都市のなかでも身体障害者向けの客室施設が最も整っている街の

一つで、ほとんどのレストラン、ショールーム、ラウンジは車椅子でも入場できる。また、

カジノでも車椅子で利用できるスロットマシンやゲームテーブルを備えている。空港から

ホテルまでの移動には、昇降機付きのシャトルが手配できるほか、すべてのラスベガスの

タクシー会社は車椅子を 1 台収容できる昇降機付きのバンを保有しているので、滞在中も

ホテル客室の電話で呼び出したり、ドアマンにバンのタクシーを呼んでもらうことも可能

だ。 （情報提供「ラスベガス大全」（lvtaizen.com）） 

 
情報提供「ラスベガス大全」（lvtaizen.com） 
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市川市福祉有償運送運営協議会委員名簿 

（平成２３年５月１９日現在） 

 

会 長  武 本 英 之  株式会社東京交通新聞社編集局長 

副会長  内 山 伸 子  市川市福祉部地域福祉支援課長 

委 員  海 野 友 理  市民・利用者 

委 員  武 藤  厚   

 委 員  大 塚  茂   

委 員  中 根  裕   

委 員  池 田 和 弘    

委 員   曽根 洋次郎   市川市福祉部高齢者支援課長 

委 員   山 﨑  篤   市川市福祉部介護保険課長 

委 員   荒 井 俊 行  市川市福祉部障害者支援課長 

委 員   萩 原 美 之  市川市道路交通部交通計画課長 

 
  

ヒノデ第一交通株式会社市川営業所  
サービス提供責任者 
 

国土交通省関東運輸局千葉運輸支局  
首席運輸企画専門官 
 

特定非営利活動法人 NPO 支援センターちば理事 
ＮＰＯ法人全国移動サービスネットワーク理事長 
 

有限会社武藤自動車代表取締役社長 
千葉県タクシー協会ケア輸送担当副会長 
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